
 

 プラン５ 憩いとうるおいの環境づくり 

２ 協働による身近な緑環境整備 【進捗状況区分 ３】 

 
 

 

１ 魅力ある公園緑地の整備 【進捗状況区分 ３】 

【主な実施結果】 

生田緑地の整備 
・利便性の向上に向けた関係事業の調査・検討を行い、「生田緑地運営の基本的考え方」と
して取りまとめるとともに、この考え方に基づき、緑地内文化施設の管理業務を一部統合
しました。 

・東口・西口案内サイン、東口・初山地区園路広場の整備を実施しました。 
・緑地の魅力を広めるための広報として「生田緑地カレンダー」などを作成し、施設の連携
によるイベントとして「生田緑地サマーナイトミュージアム」を開催しました。 

・ゴルフ場管理については、クラブハウス屋根漏水補修工事、カート道路補修工事、防球フ
ェンス他整備工事を実施しました。 

・ばら苑維持管理については、市民ボランティアと協働して苑内のバラを育成し、春と秋の
年 2回の一般開放を実施し、79,911 人の入場がありました。 

・向ヶ丘遊園跡地について事業者と調整を図り、緑の保全と市民開放に向けた取り組みを行
いました。 

等々力緑地の整備 
・等々力緑地再編整備の基本方針を取りまとめました。 
・多目的広場、園路広場の整備や陸上競技場等の維持補修工事を実施しました。 

富士見周辺地区の整備 
・富士見周辺地区整備推進会議を開催する等、整備実施計画策定に向けた調査・調整を行い
ました。 

・再整備に向けた基本構想として、富士見公園整備の基本的な考え方を整理しました。 

都市計画公園・緑地の見直し 
・見直し対象の公園緑地について現況の把握や先進事例のある都市のヒアリングを実施しま
した。それらを踏まえ、検討会議を設置し、課題点の共有化をはかり、基本的な考え方の
整理や検討を行いました。 

 
【課題と今後の取組】 

・引き続き、個性と魅力ある公園緑地の整備を推進するとともに、市民の利便性の向上や経
営的な視点から緑地全体の効果的・効率的な管理運営体制の構築を図ります。 

 
 

 

【主な実施結果】 

市民との協働による公園の維持管理 

・区ごとの連絡会議や地元町会の会合等個別に赴き説明を行い、管理運営協議会設立につい
ての理解を深めたため、平成 19 年度の 75 公園に対し、平成 20 年度は 74 公園とほぼ同数
となりました。 

身近な公園緑地の適正な維持管理 

・公園緑地の剪定・刈込、除草・清掃、害虫駆除等の適正な維持管理を推進し、自然環境の
保全や景観を向上させるとともに、安全で快適な場として利用者の方々に供用を行いまし
た。 

・遊具等の公園施設の補修対応を実施し、利用者の安全性を確保するとともに、施設の長寿
命化を図りました。 

御幸公園のリフレッシュ 

・野球場周辺の園路広場の整備実施と照明塔の改築工事に着手しました。 
・スーパー堤防整備事業に伴い、移設が必要となる公園管理棟及びトイレの改築設計を行い
ました。 
 

 アクションプログラム 



３ 緑地保全施策の推進 【進捗状況区分 ３】 

 
 

市民との協働による緑化の推進 
・屋上・壁面緑化推進のため助成を行いました。壁面緑化については、「かわさき緑のカー
テン大作戦」を実施し、公共施設 45施設での緑のカーテン設置や情報発信を行いました。 

・人材育成・交流を目指して花と緑のまちづくり講座、里山ボランティア育成講座を開催し
ました。 

・かわさきガーデナーの認定試験を実施しました。かわさきガーデナーは累計 152 名となり
ました。 

・本庁舎の屋上・壁面緑化を維持管理し、その情報を整理してホームページに掲載しました。 

市民緑化運動の推進 

・市民・企業との協働により約 1万本の植樹を実施しました（累計約４万本）。また、普及啓
発のため市主催の植樹イベントを麻生区高石で開催しました。 

緑化推進重点地区の整備 

・溝口駅周辺地区緑化推進重点地区のリーディング事業として高津区役所庁舎の壁面緑化の
整備を行いました。 

街路樹等の適正な維持管理 

・街路樹の適正な維持管理を推進し、道路の安全空間の確保や景観の向上を図りました。 
・尻手黒川線において街路樹の樹形管理・交通障害対策を実施し、支障があった交通環境の
改善を図りました。 

・皐月橋水江線及び富士見鶴見駅線において街路樹の撤去・更新を実施し、事故防止と景観
の向上を図りました。 

 
【課題と今後の取組】 
・市民との協働による公園の維持管理については、区ごとの連絡会議等において説明を行い
継続して取り組みます。また、市民緑化運動の推進については、市民・企業との協働によ
る植樹を継続して取り組みます。 
 
 
 

【主な実施結果】 

緑地保全の推進 

・特別緑地保全地区の用地を 5.7ha 取得するとともに、特別緑地保全地区及び緑の保全地域
として新たに 14.5ｈａ指定しました。また、緑地保全協定の締結を推進し、緑地保全協定
地を 1.0ｈａ拡大しました。 

保全緑地の適切な維持管理 

・菅生ヶ丘及び王禅寺源左衛門特別緑地保全２地区の保全管理計画を策定しました。 
・保全管理計画に基づき、緑レンジャー等との連携を図りながら、市民活動等の支援やハザ
ード調査を行う等、市民協働による緑地保全管理を推進しています。 

黒川地区農業公園の整備 

・セレサモス（直売所）農業情報センターについては 7月 1日に開設し、講習会等の事業も
運営計画通り順調に実施することができました。 

・明治大学との連携協議会を設置し、次年度に向けて専門部会を設置し具体的な連携課題に
ついて調査・研究を行うことが了承されました。 

農ある風景の保全 

・地元・ＪＡ・里山ボランティアなどとの対話を通して、黒川地区をリーディングとして地

区内の特別緑地保全地区内休耕田エリアの再生・活用などを盛り込んだ基本構想図を作成

し、地域の散策経路についても検討しました。また、早野、岡上地区についても取り組み

の方向性を検討しました。 

 
 

 アクションプログラム 



４ 臨海部における緑の環境整備 【進捗状況区分 ３】 

 

 
 

【課題と今後の取組】 
・引き続き、「特別緑地保全地区の用地取得」、「特別緑地保全地区及び緑の保全地域の指定」
及び「緑地保全協定」に取り組みます。 

 

 

 

【主な実施結果】 

東扇島東公園の開園と適正な維持管理 

・東扇島東公園を開園するとともに、作成した港湾緑地の運用マニュアルに基づき、管理運

営を適正に実施しました。また、港湾緑地の効率的・効果的な維持管理を行うとともに、

利用者ニーズを把握し、対策を検討・実施しました。 

臨海部緑の環境整備 

・基礎調査を実施し、臨海部緑の環境整備基本構想案を作成しました。また、既存関係団体

への説明を 3回行いました。 

 

【課題と今後の取組】 

・臨海部における効果的な緑環境の向上に向けて、「（仮称）かわさき臨海の森づくり」の実

現に向けた協議・調整に取り組みます。 

  アクションプログラム 



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降

アクションプログラム：生田緑地の整備

○

●土地利用基本
計画策定
●都市計画決定
区域の変更準
備、図書作成

●都市計画区域
の変更

●提供公園等の
整備調整

●ガーデンゾーン
における市民開放
の調整
●ばら苑と関連地
との利用連携の
調整

●ガーデンゾーン
の市民開放

事業推進

・東口・西口案内サイン、東口・初山地区園路広場を整備を実施しました。
・利便性の向上に向けた関係事業の調査・検討を行い、「生田緑地運営の基本的考え方」として取
りまとめるとともに、この考え方に基づき、緑地内文化施設の管理業務を一部統合しました。
・緑地の魅力を広めるための広報として「生田緑地カレンダー」などを作成し、施設の連携によるイ
ベントとして「生田緑地サマーナイトミュージアム」を開催しました。
・クラブハウス屋根漏水補修工事、カート道路補修工事、防球フェンス他整備工事を実施しました。
・市民ボランティアと協働して苑内のバラを育成し、春と秋の年2回の一般開放を実施し、79,911人
の入場がありました。
・向ヶ丘遊園跡地について事業者と調整を図り、緑の保全と市民開放に向けた取り組みを行いま
した。

●生田緑地整備
計画に基づく用地
取得・施設整備
●中央地区（中央
広場(現 噴水広
場))整備完了

●専修大学方面
からの園路整備

事業推進

管理運営の充実

事業推進

（緑地整備）
●園路・広場等
整備

●生田緑地の効
果的・効率的な
管理運営基本指
針の策定

●緑地の魅力を
広めるための統
一パンフレットの
発行

●利便性の向上
に向けた関係部
局との調整（青少
年科学館改築
等）

（ゴルフ場管理）
●ゴルフ場の運
営

●バラ管理・来場
者サービスの充
実

●年間入場者数
7万人

●生田緑地整備
計画の検討

●東口・西口案内
サイン整備
●東口・初山地区
広場整備

●基本指針に基
づき、緑地内文化
施設の管理業務
の一部統合

●緑地の魅力を
広めるための広報
及び施設の連携
によるイベントの
実施
●利便性の向上
に向けた関係事
業の調査・検討
（駐車場・サイン整
備等）
●緑地の魅力を
北部のまちづくり
に活かすための
調査・調整

●ゴルフ場の運営
●生田緑地の管
理運営に連携した
クラブハウスの設
計

●バラ管理・来場
者サービスの充実
●ばら苑ガーデン
コーナーの新設
●年間入場者数7
万人

●基本指針に基
づき、緑地内施設
の管理業務の一
部統合

●緑地の魅力を
北部のまちづくり
に活かすための
基本的考え方の
構築

●生田緑地の管
理運営に連携した
クラブハウス建設

●ばら苑内のバリ
アフリー対応工事

現　　状

●生田緑地整備
計画の策定

●青少年科学館
改築にあわせた
中央地区（噴水広
場）整備開始

●緑地内施設の
管理業務の統合
及び管理運営体
制の構築に向け
た調整

●クラブハウス建
設・完成
●クラブハウス完
成に伴うゴルフ場
運営の充実

●ばら苑施設老
朽化対策工事

施　策　計　画　名

生田緑地の整備

優れた自然環境の中にレクリエーション施
設や野外博物館等が立地する多様な総合
公園としての整備を進めるとともに、市民の
利便性の向上や経営的な視点から緑地全
体の効果的・効率的な管理運営体制の構
築を図ります。

実施結果
進捗状況区分

3

施 策 計 画

（効果的・効率的な管理運営の推進）

（ばら苑維持管理）

（遊園跡地の調整）



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

○ ●都市計画公園・
緑地の見直し方
針策定
●方針に基づく都
市計画公園・緑地
の都市計画見直
し準備

●都市計画公園・
緑地の見直し

・富士見周辺地区整備推進会議を開催する等、整備実施計画策定に向けた調査・調整を行いまし
た。
・再整備に向けた基本構想として、富士見公園整備の基本的な考え方を整理しました。

●整備基本計画
の策定

●整備実施計画
策定に向けた調
査・調整

●再整備に向け
た整備基本構想
の策定

●整備実施計画
の策定

●計画に基づく取
組の推進
　①早期整備が必
　要な施設の基本
　計画の策定

●再整備に向け
た整備基本計画
の策定

●計画に基づく取
組の推進
　①早期整備が必
　要な施設の基本
　設計・詳細設計

●再整備に向け
た実施設計

・見直し対象の公園緑地について現況の把握や先進事例のある都市のヒアリングを実施しまし
た。それらを踏まえ、検討会議を設置し、課題点の共有化をはかり、基本的な考え方の整理や検
討を行いました。

●災害時の活動
拠点の一つとな
る中央グラウンド
の整備

●陸上競技場の
第1種公認に向
けた整備

●全市的な視点
や小杉地区全体
のまちづくりを踏
まえた等々力緑地
のあり方検討

●陸上競技場メイ
ンスタンド改修の
検討
●フロンターレ支
援としての陸上競
技場等維持補修
●多目的広場（中
央グラウンド）等の
整備

事業推進

●計画に基づく整
備推進

　

●園路広場整備

●全市的な視点
や小杉地区全体
のまちづくりを踏
まえた等々力緑
地公園施設の再
配置

事業推進

事業推進

事業推進

●都市計画公
園・緑地の見直し
に向けた取組

等々力緑地再編整備の基本方針を取りまとめました。
多目的広場、園路広場の整備や陸上競技場等の維持補修工事を実施しました。

●都市計画公園・
緑地の見直しの基
本的考え方の整
理・検討

●都市計画公園・
緑地の見直しにつ
いて環境審議会
に諮問

等々力緑地の整備

一部の都市計画公園・緑地について、その
地域ニーズや社会情勢等を踏まえながら、
都市計画の見直しを行います。

実施結果
進捗状況区分

3

小杉地区のまちづくりを踏まえながら、ス
ポーツ・レクリエーションの拠点及び災害時
の広域避難場所としての整備を進めます。

富士見周辺地区の整備

富士見公園及び周辺市民利用施設の総合
的・一体的な整備を推進します。

都市計画公園・緑地の見直し

実施結果

実施結果

進捗状況区分

3

進捗状況区分

3

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。

（富士見周辺地区整備）

（富士見公園整備）



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：協働による身近な緑環境整備

○

○

○

○

・野球場周辺の園路広場の整備実施と照明塔の改築工事に着手しました。
・スーパー堤防整備事業に伴い、移設が必要となる公園管理棟及びトイレの改築設計を行いまし
た。

・設立を見送ったケースが多くありましたが、区ごとの連絡会議や地元町会の会合等個別に赴き
説明を行い、管理運営協議会設立についての理解を深めたため、平成19年度の75公園に対し、
平成20年度は74公園とほぼ同数となりました。

市民との協働による緑化の推進

屋上・壁面緑化への助成制度の運用や、
緑の活動団体に対する支援により、緑の確
保と同時に市民の緑化推進に向けた啓発
を促します。

進捗状況区分

3

・公園緑地の剪定・刈込、除草・清掃、害虫駆除等の適正な維持管理を推進し、自然環境の保全
や景観を向上させるとともに、安全で快適な場として利用者の方々に供用を行いました。
・遊具等の公園施設の補修対応を実施し、利用者の安全性を確保するとともに、施設の長寿命化
を図りました。

進捗状況区分

3

●整備完成（2011
年度）

●屋上・壁面緑
化の推進
●緑の市民講座
の開催等、緑の
人材育成及び市
民活動支援等の
実施
●かわさきガー
デナーの認定(累
計144名）
●公共施設の屋
上・壁面緑化の
実施による緑化
技術の広報

●屋上・壁面緑化
の推進
●緑の市民講座
の開催等、緑の人
材育成及び市民
活動支援等の実
施
●かわさきガーデ
ナーの認定（累計
160名）
●公共施設の屋
上・壁面緑化の実
施による緑化技術
の広報

　

●累計175名

●新規100公園
（計500公園）

●御幸公園整備 ●御幸公園整備
（御幸球場照明塔
など）
●御幸公園及び
その周辺における
国のスーパー堤
防整備事業に対
応した取組

●御幸公園の
スーパー堤防整
備区域の設計

●管理運営協議
会の設置（計300
公園）

●新たに100公園
に管理運営協議
会を設置（計400
公園）

●新規100公園
（計600公園）

●全街区公園（約
800公園）で管理
運営協議会を設
置

●公園緑地の維
持管理の充実 　

●公園プールのリ
フレッシュ
　①大師公園プー
　　ル
●富士見公園テ
ニスコート人工芝
張替え
●公園遊具の安
全点検

　

●等々力緑地テ
ニスコート人工芝
張替え

事業推進

　

●累計190名

事業推進

●公園緑地の適
正な維持管理の
推進

市民との協働による公園の維持管理

市民にとって身近な街区公園の地元管理
に向け、各公園に管理運営協議会を組織
し、その活動を促進します。

リフレッシュパーク事業として、市民参画に
より、御幸公園を新たな公園に再生しま
す。

実施結果

進捗状況区分

実施結果
4

身近な公園緑地の適正な維持管理

多様な市民要望に適切に対応し、市民の
安全かつ快適な公園の維持管理の充実を
図るとともに、老朽化した施設の改修を行
います。

実施結果

実施結果

御幸公園のリフレッシュ

・屋上・壁面緑化推進のため助成を行いました。壁面緑化については、「かわさき緑のカーテン大
作戦」を実施し、公共施設45施設での緑のカーテン設置や情報発信を行いました。
・人材育成・交流を目指して花と緑のまちづくり講座、里山ボランティア育成講座を開催しました。
・かわさきガーデナーの認定試験を実施しました。かわさきガーデナーは累計152名となりました。
・本庁舎の屋上・壁面緑化を維持管理し、その情報を整理してHPに掲載しました。

進捗状況区分

3



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

○

アクションプログラム：緑地保全施策の推進

○

●新たな候補地
における緑化推進
重点地区計画の
策定（2地区）

●新たな緑化推
進重点地区計画
の公表・施行
●新たな緑化推
進重点地区計画
に基づくリーディン
グ事業の実施

●市民・企業との
協働による１万本
植樹の実施（累
計3万本）

●市民・企業との
協働による１万本
植樹の実施

街路樹等の適正な維持管理

10万本植樹（市民が進める森づくり）の実
施により、市民一人ひとりの手による緑化
運動を推進します。

●街路樹の適正
な維持管理の推
進

・街路樹の適正な維持管理を推進し、道路の安全空間の確保や景観の向上を図りました。
・尻手黒川線において街路樹の樹形管理・交通障害対策を実施し、支障があった交通環境の改善
を図りました。
・皐月橋水江線及び富士見鶴見駅線において街路樹の撤去・更新を実施し、事故防止と景観の向
上を図りました。

事業推進●特別緑地保全
地区の計画的な
用地取得
●特別緑地保全
地区及び緑の保
全地域の指定

●特別緑地保全
地区の計画的な
用地取得（3ha）
●特別緑地保全
地区及び緑の保
全地域の指定
（6ha）
●緑地保全協定
の締結推進

・溝口駅周辺地区緑化推進重点地区計画の公表・施行を行いました。
・リーディング事業として高津区役所庁舎の壁面緑化の整備を行いました。

●街路樹の維持
管理の充実
●街路樹の樹形
管理・交通障害対
策（府中街道・尻
手黒川線等）
●危険な街路樹
の撤去・更新

事業推進

実施結果

市民緑化運動の推進

進捗状況区分

・市民・企業との協働により約1万本の植樹を実施しました（累計約4万本）。また、普及啓発のため
市主催の植樹イベントを麻生区高石で開催しました。

市民・事業者との協働により策定した緑化
推進重点地区計画に基づいた緑化を行
い、花と緑を基調とした魅力あるまちづくり
を推進します。

緑化推進重点地区の整備

●2014年度まで
に10万本を植樹

●川崎駅周辺地
区、小杉地区及
び新百合丘地区
におけるリーディ
ング事業の実施
●溝口駅周辺地
区緑化推進重点
地区計画の策定

●溝口駅周辺地
区緑化推進重点
地区計画の公表・
施行

●溝口駅周辺地
区緑化推進重点
地区計画に基づく
リーディング事業
の実施

3

3

実施結果

進捗状況区分

・特別緑地保全地区の用地を5.7ha取得するとともに、特別緑地保全地区及び緑の保全地域として
新たに14.5ｈａ指定しました。また、緑地保全協定の締結を推進し、緑地保全協定地を1.0ｈａ拡大し
ました。

進捗状況区分

2

多摩丘陵に残された樹林地等の保全施策
を積極的に進めます。

実施結果

交通障害の緩和、街路景観の向上など、
良好な都市環境を確保するため、維持管
理の充実を図ります。

緑地保全の推進

実施結果

進捗状況区分

3

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

○

○

○

・菅生ヶ丘及び王禅寺源左衛門特別緑地保全2地区の保全管理計画を策定しました。
・保全管理計画に基づき、緑レンジャー等との連携を図りながら、市民活動等の支援やハザード調
査を行う等、市民協働による緑地保全管理を推進しています。

・セレサモス（直売所）農業情報センターについては7月1日に開設し、講習会等の事業も運営計画
通り順調に実施することができました。
・明治大学との連携協議会を設置し、次年度に向けて専門部会を設置し具体的な連携課題につい
て調査・研究を行うことが了承されました。

●保全管理計画
の策定（新規2地
区）
●市民協働による
緑地保全管理の
推進

●新規2地区 事業推進保全緑地の適切な維持管理

保全施策の講じられた樹林地等について、
植生の管理及び安全の観点も含めて、市
民協働により適切に維持管理を行います。

●保全管理計画
の策定
●市民協働によ
る緑地保全管理
の推進

農ある風景の保全

本市北部の市街化調整区域内における樹
林地を農業振興施策と連携して保全しま
す。また、早野地区農業振興地域の活性
化に向けて、体験型農園の普及や農地の
流動化などの取組を進めます。

実施結果
進捗状況区分

3

進捗状況区分

3
実施結果

　

●明治大学実習
農場建設に向け
た協議・調整（実
施設計）

●明坪地区用地
取得

事業推進

●完成（2012年
度）

黒川地区農業公園の整備

進捗状況区分

3
実施結果

麻生区黒川地区の地域資源を活かして都
市農業及び地域の振興を図るとともに、市
民の「農」とのふれあいの場を提供します。

●新規2地区

●黒川地区大型
農産物直売所の
開設及び直売所
を活用した市民交
流型農業の実施
●明治大学実習
農場建設に向け
た協議・調整

●明治大学、地元
農業者、行政との
協調による連携事
業の実施
　①「（仮称）黒川
　地区地域連携
　協議会」の設置
　②黒川ブランド
　の開発着手

●黒川地区大型
農産物直売所を
活用した市民交流
型農業の推進

●明治大学、地元
農業者、行政との
協調による連携事
業の推進
　①「（仮称）黒川
　地区地域連携
　協議会」の運営
　②黒川ブランド
　の開発

・地元・ＪＡ・里山ボランティアなどとの対話を通して、黒川地区をリーディングとして地区内の特別
緑地保全地区内休耕田エリアの再生・活用などを盛り込んだ基本構想図を作成し、地域の散策経
路についても検討しました。また、早野、岡上地区についても取り組みの方向性を検討しました。

●黒川地区大型
農産物直売所の
開設に向けた協
議・調整

●明治大学実習
農場建設に向け
た協議・調整

●里地・里山
ミュージアムプラ
ンの3地区(黒川・
岡上・早野）にお
ける関係者との
調整
●早野地区農業
振興地域の活性
化に向けた庁内
検討会議の設置

●地元・ＪＡ・里山
ボランティア等と
連携した遊歩道計
画の検討及びイ
メージアップにつ
ながる広報活動等
●学識経験者等
からなる「（仮称）
早野地区農業振
興地域活性化検
討委員会」の設
置・地元調整

●農業者・里山ボ
ランティア等との
協働の推進

●学識経験者等
からなる「（仮称）
早野地区農業振
興地域活性化検
討委員会」の運
営・地元調整

　

●早野地区の法
的規制緩和策等
について県との協
議・調整、地元調
整

事業推進



目          標

2008(平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度以降
現　　状施　策　計　画　名

施 策 計 画

アクションプログラム：臨海部における緑の環境整備

○

○

・基礎調査を実施し、臨海部緑の環境整備基本構想案を作成しました。また、既存関係団体への
説明を3回行いました。

実施結果

・東扇島東公園を開園するとともに、作成した港湾緑地の運用マニュアルに基づき、管理運営を適
正に実施しました。
・港湾緑地の効率的・効果的な維持管理を行うとともに、利用者ニーズを把握し、対策を検討・実
施しました。

実施結果

進捗状況区分

3

●改定緑の基本
計画に新たな緑
化施策として位
置付け

●「（仮称）かわさ
き臨海の森づくり」
共同宣言の検討
　①事業所緑化の
　推進に向けた基
　礎調査
　②各地区におけ
　る事業者との検
　討会議準備会の
　開催　など

●「（仮称）かわさ
き臨海の森づくり」
共同宣言に向け
た協議・調整
　①事業所緑化の
　推進に向けた関
　係者による検討
　会議設立・地域
　緑化構想の策定

臨海部の魅力づくりや環境改善、景観向上
に向け、臨海部の公園・緑地及び街路樹の
再生と、事業所による効果的な緑化の誘導
を促進します。

東扇島東公園の開園と適正な維持管理
（基幹的広域防災拠点の開設）

本市初の人工海浜等を有する東扇島東公
園を開園するとともに、開園を契機により魅
力のある港湾緑地・親水空間の形成を図り
ます。

臨海部緑の環境整備

進捗状況区分

3

●港湾緑地等の
適正な維持管理

●東扇島東公園
の開園
（基幹的広域防災
拠点の開設）
●港湾緑地等の
適正な維持管理

事業推進

※進捗状況区分の内容については９ページをご参照ください。

●地区別緑化計
画の策定
●「（仮称）かわさ
き臨海の森づくり」
共同宣言
●公園・緑地・街
路樹等の環境整
備

事業推進


